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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準の一部
改正及び試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイ

ドの制定とこれらの案に対する意見募集の結果について 
―外部ハザードを含む敷地特性に係る評価等の反映― 

 

令和元年１１月１３日 

原 子 力 規 制 庁 

１．経緯  

原子力規制庁は、平成３１年３月６日の第６５回原子力規制委員会※1におい

て、試験研究用等原子炉施設の定期的な評価（以下「定期安全レビュー」とい

う。）の見直し方針を提案し、定期安全レビューの実施ガイドの整備を行うと

ともに、関連する保安規定の審査基準の改正を行うことが了承された。 

これを受け、令和元年９月４日の第２７回原子力規制委員会※2において、保

安規定の審査基準の改正案及び試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関

する運用ガイド（以下「運用ガイド」という。）案に対する意見募集の実施が了

承され、同年９月５日から３０日間、保安規定の審査基準の改正案については

行政手続法に基づく意見募集、運用ガイド案については任意の意見募集を実施

した。 

 

２．意見募集の実施状況  

（１）意見募集の対象： 

①試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準の一部改

正案 

②試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイド案 

（２）意見募集の期間：令和元年９月５日から１０月４日まで 

（３）意見募集の方法：電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ）、郵送及びＦＡＸ 

（４）意見※3：①について ３件 ／ ②について ３件 

○提出意見及びこれに対する考え方については、それぞれ別紙１及び別

紙２のとおり整理した。 

○制定案については、提出意見を参考に、一部、記載内容の明確化や整合

性の確保等のための修正を行い、それぞれ別紙３及び別紙４のとおり

                                                   
※1 試験研究用等原子炉施設の定期的な安全レビュー（ＰＳＲ）の見直し方針について

（https://www.nsr.go.jp/data/000263714.pdf） 
※2 試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準の一部改正（案）及び試験研究用等原子

炉施設の定期的な評価に関する運用ガイド（案）並びにこれらへの意見募集について―外部ハザード

を含む敷地特性に係る評価等の反映―（https://www.nsr.go.jp/data/000282674.pdf） 
※3 意見数は、総務省が実施する行政手続法の施行状況調査において指定された算出方法に基づく。この

ほか、改正案に対する意見でないものが１件。 

資料１ 
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とし、意見公募手続実施時からの変更箇所は下線見え消しとしてそれ

ぞれ参考１及び参考２のとおりとした。 

 

３．保安規定の審査基準の改正等について  

上記２．を踏まえ、以下について決定いただきたい。 

（１）試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準の一部改正

（別紙３） 

（２）試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイド（別紙４） 

 

４．施行期日  

試験研究用等原子炉設置者が、３．の保安規定の審査基準の改正及び運用ガイ

ドの制定に対応するための期間を考慮し、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

【別紙及び参考】 

別紙１ 試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準の一部

改正案に対する提出意見及びこれに対する考え方（案） 

別紙２ 試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイド案に対

する提出意見及びこれに対する考え方（案） 

別紙３ 試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準の一部

改正について（案） 

別紙４ 試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイドの制定

について（案） 

  

参考１ 試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準の一部

改正について（意見公募手続実施時からの変更点） 

参考２ 試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイドの制定

について（意見公募手続実施時からの変更点） 

参考３ 試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準の一部

改正（案）及び試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用

ガイド（案）並びにこれらへの意見募集について―外部ハザードを含

む敷地特性に係る評価等の反映―（令和元年９月４日第２７回原子

力規制委員会資料３） 

 



 

 別紙１ 

 

 

 

 

試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準の一部改正案に対する 

提出意見及びこれに対する考え方（案） 
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意見

No. 
提出意見 考え方 

1 本審査基準は原子力規制検査の実施に向けた法令類の整備

に伴い来春に改正され、事業者は新原子炉等規制法の施行

日から６月以内に保安規定の変更申請をする必要がある。

試験炉の定期評価については、何れの試験炉も次回評価期

限までに期間があることから、上記改正に併せた施行を希

望する。 

ご指摘を踏まえ、設置者が今回改正する審査基準等に対応

するため、必要とされる保安規定の変更認可申請を行うた

めの期間を考慮し、令和２年４月１日から施行することと

します。 

したがって、設置者の今回改正する審査基準等への対応は、

上記施行日以降に行う保安規定の変更認可申請においてな

されることとなりますが、ご指摘のとおり、原子力利用に

おける安全対策の強化のための原子炉等規制法の一部改正

施行に伴う保安規定の変更認可申請に含めて対応すること

でも十分と考えます。 

 

2 該当箇所の「保安活動の計画、実施、評価及び改善並びに品

質保証計画の改善を行うこと。」については、何を差してい

るか不明確なため、「必要に応じて保安活動の計画及び品質

保証計画の改善を行うこと。」と修正すべきである。 

ご指摘の「保安活動の計画、実施、評価及び改善並びに品質

保証計画の改善を行うこと。」とは、保安活動について、い

わゆるＰＤＣＡの一連の活動を行うことであり、この一連

の活動の結果、保安活動の改善があれば、品質保証計画に

反映し、その改善を行うことを求めるものです。 

本要求事項は、設置者のこうした一連の活動の結果、現状

保全が十分有効に機能していると判断することを否定する

ものではないことから、原案のとおりとします。 
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意見

No. 
提出意見 考え方 

3 改正後欄の２．の「保安活動の計画、実施、評価及び改善並

びに品質保証計画の改善」は１．で引用している「運用ガイ

ド」の改善に係る規定の対象外と理解してよろしいか。(２．

では「運用ガイド」は引用されていないから。） 

ご指摘の改正後欄２．の「保安活動の計画、実施、評価及び

改善並びに品質保証計画の改善」は、運用ガイドに基づき

実施した定期的な評価の結果を踏まえ、保安活動に係るＰ

ＤＣＡの一連の活動を行うことであり、この一連の活動の

結果、保安活動の改善があれば、品質保証計画に反映し、そ

の改善を行うことを求めるものです。 

上記活動は、改正後欄１．の運用ガイドに基づく活動と相

互に関連するものですが、本運用ガイドは通常の保安活動

に係るＰＤＣＡの一連の活動を具体的に規定しているもの

ではなく、これについては、保安規定の審査基準における

品質保証の項目において規定しています。 
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 別紙２ 

 

 

 

 

試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイド案に対する 

提出意見及びこれに対する考え方（案） 
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意見

No. 
提出意見 考え方 

1 ＜該当箇所＞第３章 

＜内容＞原子力利用における安全対策の強化のための原子炉

等規制法等の一部改正に伴い「原子炉等規制法第３７条第５

項」の規定は削除されるが、定期安全レビューの実施状況につ

いて改正法の施行以降はどのように確認されるのか。 

原子力利用における安全対策の強化のための原子炉等

規制法の一部改正後の原子炉等規制法第６１条の２の

２第１項第３号又は第４号に掲げる措置の実施状況を

原子力規制検査により確認することになります。 

本ガイドは、設置者が今回改正する審査基準等に対応す

るために必要とされる期間を考慮し、令和２年４月１日

以降に適用することとしましたので、ご指摘について

は、上記改正後の原子炉等規制法を踏まえた規定に見直

しました。 

 

2 ＜該当箇所＞附則 

＜内容＞附則の施行日について、本ガイドを用いた評価は、本

ガイドの施行日以降の試験炉規則第１４条の２の規定に基づ

く試験研究用等原子炉施設の定期的な評価の計画に従って実

施するとの理解で良いか。 

今回改正する審査基準等に関して、設置者は、審査基準

及び運用ガイドの施行日以降に行う保安規定の変更認

可申請において対応することとなります。 

これに伴い、定期的な評価の実施期限を変更するもので

はありませんが、次回の定期的な評価の実施に向けて、

既に策定済みの定期的な評価の実施計画についての見

直しが必要です。 

 

3-1 ＜該当箇所＞第１章第２段落 

＜内容＞「大きく異なる」は、「試験研究用等原子炉施設ごとに

大きく異なる」という意味か？ 

ご理解のとおりです。 
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意見

No. 
提出意見 考え方 

3-2 ＜該当箇所＞第１章第２段落 

＜内容＞「試験研究用等原子炉施設横断的」は日本語として不

自然です。たとえば「試験研究用原子炉施設に対して横断的」

などとしたらいかが。 

ご指摘を踏まえて修正します。 

3-3 ＜該当箇所＞第１章第３段落 

＜内容＞「実施する。」は「実施するものとする。」のほうがよ

いのではないかと思います。 

ご指摘を踏まえて修正します。 

 

3-4 ＜該当箇所＞第２章２．の第１段落 

＜内容＞「求められている」： 試験炉規則第１５条第１項第

１７号で「試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関するこ

と。」と規定されているが、定期安全レビューの実施手順や体

制等を規定することまでは求めていないのではないか？ 

定期的な評価に関することとして、従来から、定期的な

評価を実施するための手順や体制を定めることを求め

ており、保安規定の審査基準や平成１６年３月１２日付

け文部科学省原子力規制室事務連絡文書において明ら

かにされています。 

今回の保安規定の審査基準の改正は、上記の内容につい

て、他の事業規則における保安規定の審査基準を踏ま

え、記載を整理したものです。 

 

3-5 ＜該当箇所＞第２章２．の第１段落 

＜内容＞「実施手順や体制等」の「等」は何を指しているのか？ 

審査基準の改正案では「実施するための手順及び体制」と規定

されていて「等」にあたるものは無いが。 

審査基準改正案の試験炉規則第１５条第１項第１７号

の１．において「定期的な評価を実施するための手順及

び体制を定め、当該評価を定期的に実施すること。」とあ

り、ご指摘の「等」とは、下線部を指します。 
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意見

No. 
提出意見 考え方 

3-6 ＜該当箇所＞第２章２．（１）、（２） 

＜内容＞「１０年ごと」は、試験炉規則第１４条の２第１項で

規定する「十年を超えない期間ごと」と整合させるべき。（３ペ

ージの８行目「１０年ごと」についても同様。） 

 

ご指摘を踏まえて修正します。 

3-7 ＜該当箇所＞第２章２．（２） 

＜内容＞「期間」はいつからいつまでの期間か？（もしかして

「時期」の誤記？） 

３０年を超えない期間の意味ですので、(1)の記載を踏

まえ、次のとおり修正します。 

 

(2) 当該原子炉の運転を開始した日から起算して３０

年を超えない期間（以下略） 

 

3-8 ＜該当箇所＞第２章３．１（１）第１段落 

＜内容＞「許可」について： 原子炉等規制法第７６条に基づ

く「承認」は対象外か？ 

原子炉等規制法第７６条の規定は、国に対する「指定」、

「許可」又は「認可」を「承認」としており、対象とな

ります。 

これについては、運用ガイドに明記することとします。 

 

3-9 ＜該当箇所＞第２章３．１（１）第１段落 

＜内容＞「申請書」は、「申請書及びその添付書類」としたほう

がよいと思います。水理等に関しては申請書（本文）には記載

の例がないから。 

 

ご指摘を踏まえて修正します。 

9



意見

No. 
提出意見 考え方 

3-10 ＜該当箇所＞第２章３．２第２段落 

＜内容＞「設計及び工事の方法」は「設計及び工事の方法の認

可申請書」とすべきでは？ 

 

ご指摘を踏まえて修正します。 

3-11 ＜該当箇所＞第２章３．４ 

＜内容＞「試験炉規則第６条第１項」： 同項の表第１０号ハ

で要求している「第十四条の二第二項第二号に掲げる計画」は、

３．３の２行目の「改善計画」ではなくて、同５行目等の「保

全計画」ではないのか？ 

 

 

本運用ガイドにおいては、試験炉規則第１４条の２第１

項の評価に基づく改善計画と、同条第２項の評価に基づ

く１０年間の保全計画を合わせた計画として、改善計画

としました。 

3-12 ＜該当箇所＞第２章３．４ 

＜内容＞「頻度及び期間にわたり」： 「頻度にわたり」は日本

語として不自然です。 

ご指摘を踏まえ、次のとおり修正します。 

 

３．１の調査の結果、３．２の評価の結果及び３．３

の改善計画については、試験炉規則第６条第１項の表第

１０号の規定に基づき記録し、同規定に基づく頻度で記

録を作成し、同規定に基づく期間、当該記録を保存する。 
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意見

No. 
提出意見 考え方 

3-13 ＜該当箇所＞第２章３．５ 

＜内容＞「推奨する」の主語（主体）を記載したほうがよいと

思います。主語は、前段の記載では「事業者」であり、後段の

記載では明示されているから。 また、２ページで、本運用ガイ

ドは一律に適用するのではなく参考とするものである旨の記

載があるところ、３．５についてのみ「推奨する」と記載（追

記）した意図は何か？ 

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

設置者は、定期安全レビューの結果について、インター

ネットの利用その他の適切な方法による公表に努める

こと。 

 

なお、試験研究用等原子炉施設に係る定期的な評価にお

いては、法令に基づく結果の公表義務が規定されていな

いため、このような表現としています。 

 

3-14 ＜該当箇所＞第３章 

＜内容＞「原子力規制委員会」は、「原子力規制庁」とすべきで

は？ ６ページの図の内容（原子力規制庁が確認し原子力規制

委員会へ報告）と整合させるために。 

原子力規制委員会が実施する原子力規制検査によって

確認するので、以下の記載に修正します。 

 

原子力規制委員会は、原子炉等規制法第６１条の２の２

第１項の規定に基づく原子力規制検査において、保安規

定の遵守状況の確認の一環として、定期安全レビューの

実施状況を確認する。 

3-15 ＜該当箇所＞図 

＜内容＞「定期安全レビューの実施を保安規定に規定」から「原

子力規制庁」への矢印線は削除したほうがよいと思います。保

安規定に基づき保安検査が行われるのではないのだから。 

ご指摘を踏まえて修正します。 
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意見

No. 
提出意見 考え方 

3-16 ＜該当箇所＞図 

＜内容＞クレジットの「定期安全レビュー」は「定期安全レビ

ュー等」としたほうがよいと思います。図中の原子力規制庁は

定期安全レビューを実施する者ではないから。 

ご指摘を踏まえて修正します。 
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（案） 

 

改正 令和元年  月  日 原規技発第       号 原子力規制委員会決定 

 

 

令和元年  月  日 

 

 

原子力規制委員会   

 

 

 

試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準の一部改正に

ついて 

 

 

試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準（平成２５年１１

月２７日原子力規制委員会決定）の一部を別添新旧対照表のように改正する。 

 

 

 

 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

別紙３ 
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（別添） 

試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

試験炉規則第１５条第１項第１７号 試験研究用等原子炉施設の定期的な評価 

 

〇本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．「試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイド」（番号

（ 年 月 日 原子力規制委員会決定））を参考に、試験炉規則第１４

条の２に規定された試験研究用等原子炉施設の定期的な評価を実施する

ための手順及び体制を定め、当該評価を定期的に実施すること。 

 

２．試験炉規則第１４条の２の規定に基づく措置を講じたときは、同条各

項に掲げる評価の結果を踏まえて、保安活動の計画、実施、評価及び改

善並びに品質保証計画の改善を行うこと。 

 

試験炉規則第１５条第１項第１７号 試験研究用等原子炉施設の定期的な評価 

 

〇本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．評価の実施に係る措置に関すること。 

ここで、評価に実施に係る措置とは、試験炉規則第１４条の２各号に

定められた事項をいう。 

２．会議体に関すること。 

３．評価実施計画に関すること。 

４．評価の実施と結果の報告に関すること。 

５．経年変化に関する評価結果に基づき策定した保全計画に基づく保全活

動に関すること。 
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（案） 

 

制定 令和元年  月  日 原規規発第       号 原子力規制委員会決定 

 

 

令和元年  月  日 

 

 

原子力規制委員会   

 

 

 

試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイドの制定について 

 

 

試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイドを別添のとおり

定める。 

本運用ガイドは、試験研究用等原子炉設置者が、当該者の試験研究用等原子炉

施設の最新の状態を把握し、当該施設の安全確保のため、総合的な予防保全活動

に役立てることを目的として、試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に当た

って必要と考えられる項目を一般的に示すものである。試験研究用等原子炉設

置者は、本運用ガイドを参考とし、当該者の試験研究用等原子炉施設の特性に鑑

み、同施設の定期的な評価のために必要な項目を選定し、実施の程度を定め、自

ら定める計画に基づき、定期的な評価を実施するものとする。 

なお、「原子炉施設の定期的な評価の実施について（平成１６年３月１２日 

文部科学省 科学技術・学術政策局 原子力安全課 原子力規制室）」は、以後

用いない。 

 

 

 

 

附 則 

この運用ガイドは、令和２年４月１日から施行する。 

 

別紙４ 
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（別添） 

試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイド 

 

第１章 総則 

本運用ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第３５条第１項及

び試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和３２年総理

府令第８３号。以下「試験炉規則」という。）第１４条の２の規定に基づく試験

研究用等原子炉施設の定期的な評価（以下「定期安全レビュー」という。）に関

する運用について示すものである。 

定期安全レビューは、試験研究用等原子炉設置者（以下「設置者」という。）

が試験研究用等原子炉施設の安全確保のため、総合的な予防保全活動に役立て

ることを目的として実施されるものである。本運用ガイドにおいては、これまで

の様々な試験研究用等原子炉施設における定期安全レビューの実績や試験研究

用等原子炉施設以外の原子力施設の状況等も踏まえ、定期安全レビューの実施

に当たり必要と考えられる項目を一般的に示すものである。この場合において、

試験研究用等原子炉施設は、原子炉の型式、施設の規模、連続運転される期間等

が大きく異なるため、全ての試験研究用等原子炉施設に対して横断的に本運用

ガイドに示す項目を一律に適用することは適当ではない。 

したがって、設置者は、本運用ガイドの項目を参考とし、原子炉の型式及び出

力、施設の耐震重要度分類又は安全機能の重要度分類、施設が周辺公衆に与える

放射線の影響、運転年数、経年変化の傾向その他の施設の特性を総合的に勘案し

た上で、科学的・技術的な合理性をもって定期安全レビューの実施項目を選定し、

実施の程度を定めて、自ら定める計画に基づき定期安全レビューを実施するも

のとする。 

なお、本運用ガイドにおいて使用する用語は、原子炉等規制法及び試験炉規則

において使用する用語の例による。 

 

 

第２章 定期安全レビューの実施 

定期安全レビューの実施について以下に示す。この実施の流れは別図のとおり。 

 

１．対象施設 

原子炉等規制法第２３条第１項の規定に基づく設置の許可を受けた試験研究

用等原子炉（原子炉等規制法第４３条の３の２第２項に基づく廃止措置計画の

認可を受けたものを除く。）及びその附属施設を対象とする。 

なお、本運用ガイドにおいては、原子炉等規制法第７６条及び国立大学法人法

施行令第２５条の規定により、国立大学法人については、「許可」又は「認可」
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を「承認」と読み替える。 

 

２．実施時期 

定期安全レビューについては、試験炉規則第１５条第１項第１７号の規定に

基づき定められる保安規定において、その実施手順や体制等を規定することが

求められている。 

設置者は当該保安規定に定める実施手順及び体制に従い、自らの施設の特性

を総合的に勘案して策定する定期安全レビューの実施計画に基づき、以下のと

おり実施するものとする。 

(1) 当該原子炉の運転を開始した日から起算して１０年を超えない期間（そ

の後、１０年を超えない期間ごと）を設定し、その期間における試験研究

用等原子炉施設の状態を対象として、保安活動の実施状況に関する評価等

を行う。 

(2) 当該原子炉の運転を開始した日から起算して３０年を超えない期間（そ

の後、１０年を超えない期間ごと）を設定し、その期間における試験研究

用等原子炉施設の状態を対象として、経年変化状況を調査し、これに関す

る技術評価を実施し、その評価結果を踏まえた評価後１０年間の保全計画

を策定する。 

 

３．調査及び評価内容 

定期安全レビューにおいては、以下の調査を実施するものとする。 

(1) 敷地特性 

(2) 構築物、系統及び機器に関する最新状態 

(3) 保安のための管理体制及び管理事項の最新状態 

(4) 国内外の最新の科学的知見及び技術的知見 

(5) 施設の経年変化の状況 

設置者は、２．に定める期間における(1)～(5)の調査により、(1)～(5)につい

て前回の調査から変更があったことを確認した場合には、当該変更点に係る試

験研究用等原子炉施設への影響を明らかにするための評価を実施する。評価に

当たっては、２．の時点における周辺状況や施設状況の変化を踏まえても、運転

時の異常な過渡変化、設計基準事故及び多量の放射性物質等を放出する事故に

対処するために必要な安全対策に見直しの必要がないかといった観点に着目し

て行う。評価の結果、当該安全対策に見直しの必要が明らかになった場合には、

設備改造、運用手順の改善その他必要な対策を検討する。 

また、法令に基づき許認可を受けた事項以外の対策であって、設置者自らが事

故の発生防止等に資する設備、運用等に係るものを講じた場合は、これを明らか

にし、当該対策の概要並びに運用方針及びその期待される効果を評価する。 
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３．１ 調査の内容 

(1) 敷地特性 

原子炉等規制法第２３条第１項の許可（同法第２６条第１項の変更の許可

を受ける際に変更している部分については当該許可。以下「設置（変更）許

可」という。）申請書及びその添付書類における記載内容（気象、地盤、水

理、地震、津波、火山、外部火災、施設の安全設計上考慮すべき社会環境等

に係るもの）を基本とし、直近の設置（変更）許可の際に適用した手法によ

り、２．の評価の時点における変更点の有無及びその内容について調査を実

施する。 

調査の結果、前回の調査結果から敷地特性に変更がある場合には、その変

更点を３．４に従い記録する。その際、調査の方法及び範囲を明確にすると

ともに、変更があるとして抽出した事由、根拠等についても記載する。 

 

(2) 構築物、系統及び機器に関する最新状態 

設置（変更）許可申請書及びその添付書類における記載内容（施設の安全

設計）並びに原子炉等規制法第２７条第１項及び第２項の規定により認可を

受けた設計及び工事の方法の内容を基本とし、２．の時点における最新の施

設の状態について調査を行う。その結果については、設置者がこれまでの施

設の改造工事の履歴を基に的確に把握するための記録（設置（変更）許可申

請書及びその添付書類、設計及び工事の方法の認可申請書及びその添付書類

の他、計算書、系統図等の図面を含む工事完成図書等）を活用し、容易に検

索可能なように整理し、３．４に従い記録する。 

 

(3) 保安のための管理体制及び管理事項の最新状態 

原子炉等規制法第３７条第１項の規定に基づき定められた保安規定に記

載されている事項及びその運用実績を対象とし、２．の評価時点における最

新の保安のための管理体制及び管理事項を確認する。前回の確認結果から変

更がある場合には、その変更点、変更となった事由及び根拠等について３．

４に従い記録する。 

 

(4) 国内外の最新の科学的知見及び技術的知見 

安全性の確保に資すると判断される国内外から得られた研究の成果、原子

力施設の運転経験から得られた教訓、基準、学会情報その他最新の科学的知

見及び技術的知見について収集する。前回の調査から新たに取り入れた知見

について３．４に従い記録し、取り入れた判断の根拠についても記録する。 

 

(5) 施設の経年変化の状況 

試験研究用等原子炉施設では、維持しなければならない安全機能や、発生
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し得る経年変化事象（腐食、摩耗、絶縁劣化等）が異なるため、設置者は試

験研究用等原子炉施設の特性に応じて、調査すべき経年変化事象を選定する。 

設置者は、試験研究用等原子炉施設において発生するとして選定した経年

変化事象に対して、２．の期間における保守点検の内容や補修・交換につい

ての実績調査を行うとともに、当該施設の経年変化事象を分析し、現状の保

全内容が適切か調査する。この実績調査及び分析結果を３．４に従い記録す

る。 

 

３．２ 評価項目 

３．１の調査の結果、前回の定期安全レビューから変更点があった場合には、

必要に応じて、当該変更点に係る影響を明らかにするための評価を行う。 

この評価の結果、設置（変更）許可申請書及びその添付書類、設計及び工事の

方法の認可申請書及びその添付書類、保安規定その他の法令に基づき許認可等

を受けた事項に関し変更の必要がある場合には、定期安全レビューの結果を踏

まえ、速やかに施設の設置、取替、改造、修理、施設の運用等の変更について、

許認可等の手続を実施しなければならない。 

また特に、保安のための管理体制及び管理事項については、２．の期間におけ

る組織的な変更（部課室等の統廃合、人員配置の見直し、技術継承を含む教育訓

練体制の見直し等）の結果生じた影響について評価し、当該評価結果を踏まえ、

今後の保安活動を適切に実施するための方針を検討する。 

経年変化に関する技術評価については、評価の結果、新たに考慮すべき経年変

化事象が明らかになった場合には、当該事象も考慮して施設の健全性を評価し、

今後１０年間において当該施設が技術上の基準に適合する見通しを明らかにす

る。 

 

３．３ 改善計画の策定 

３．２で実施した評価結果を踏まえ、設置者が実施する現状の試験研究用等原

子炉施設の保全活動の不足が明らかになり、改善を必要とする場合は、その改善

計画を策定し実施する。 

経年変化に関する技術的な評価の結果については、今後１０年間において施

設の保全のために必要な措置を明らかにし、その保全計画を策定し実施するこ

ととする。特に、当該期間に施設が技術上の基準に適合しないおそれが見込まれ

る場合には、従前実施してきた保全のために必要な措置に加え、新たに当該期間

に実施すべき措置も含めた保全計画を策定し実施する。 

 

３．４ 定期安全レビューの結果の記録 

３．１の調査の結果、３．２の評価の結果及び３．３の改善計画については、

試験炉規則第６条第１項の表第１０号の規定に基づき記録し、同規定に基づく
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頻度で記録を作成し、同規定に基づく期間、当該記録を保存する。 

 

３．５ 定期安全レビューの結果の公表 

設置者は、定期安全レビューの結果について、インターネットの利用その他の

適切な方法による公表に努めること。 

 

 

第３章 定期安全レビューの実施状況の確認 

原子力規制委員会は、原子炉等規制法第６１条の２の２第１項の規定に基づ

く原子力規制検査において、保安規定の遵守状況の確認の一環として、定期安全

レビューの実施状況を確認する。 
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（案） 

 

改正 令和元年  月  日 原規技発第       号 原子力規制委員会決定 

 

 

令和元年  月  日 

 

 

原子力規制委員会   

 

 

 

試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準の一部改正に

ついて 

 

 

試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準（平成２５年１１

月２７日原子力規制委員会決定）の一部を別添新旧対照表のように改正する。 

 

 

 

 

附 則 

この規程は、令和元２年４月１日から施行する。 

 

 

参考１ 
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（別添） 

試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

試験炉規則第１５条第１項第１７号 試験研究用等原子炉施設の定期的な評価 

 

〇本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．「試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイド」（番号

（ 年 月 日 原子力規制委員会決定））を参考に、試験炉規則第１４

条の２に規定された試験研究用等原子炉施設の定期的な評価を実施する

ための手順及び体制を定め、当該評価を定期的に実施すること。 

 

２．試験炉規則第１４条の２の規定に基づく措置を講じたときは、同条各

項に掲げる評価の結果を踏まえて、保安活動の計画、実施、評価及び改

善並びに品質保証計画の改善を行うこと。 

 

試験炉規則第１５条第１項第１７号 試験研究用等原子炉施設の定期的な評価 

 

〇本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．評価の実施に係る措置に関すること。 

ここで、評価に実施に係る措置とは、試験炉規則第１４条の２各号に

定められた事項をいう。 

２．会議体に関すること。 

３．評価実施計画に関すること。 

４．評価の実施と結果の報告に関すること。 

５．経年変化に関する評価結果に基づき策定した保安全計画に基づく保全

活動に関すること。 
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（案） 

 

制定 令和元年  月  日 原規規発第       号 原子力規制委員会決定 

 

 

令和元年  月  日 

 

 

原子力規制委員会   

 

 

 

試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイドの制定について 

 

 

試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイドを別添のとおり

定める。 

本運用ガイドは、試験研究用等原子炉設置者が、当該者の試験研究用等原子炉

施設の最新の状態を把握し、当該施設の安全確保のため、総合的な予防保全活動

に役立てることを目的として、試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に当た

って必要と考えられる項目を一般的に示すものである。試験研究用等原子炉設

置者は、本運用ガイドを参考とし、当該者の試験研究用等原子炉施設の特性に鑑

み、同施設の定期的な評価のために必要な項目を選定し、実施の程度を定め、自

ら定める計画に基づき、定期的な評価を実施するものとする。 

なお、「原子炉施設の定期的な評価の実施について（平成１６年３月１２日 

文部科学省 科学技術・学術政策局 原子力安全課 原子力規制室）」は、以後

用いない。 

 

 

 

 

附 則 

この運用ガイドは、令和元２年４月１日から施行する。 

 

参考２ 

24



1 
 

（別添） 

試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイド 

 

第１章 総則 

本運用ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第３５条第１項及

び試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和３２年総理

府令第８３号。以下「試験炉規則」という。）第１４条の２の規定に基づく試験

研究用等原子炉施設の定期的な評価（以下「定期安全レビュー」という。）に関

する運用について示すものである。 

定期安全レビューは、試験研究用等原子炉設置者（以下「設置者」という。）

が試験研究用等原子炉施設の安全確保のため、総合的な予防保全活動に役立て

ることを目的として実施されるものである。本運用ガイドにおいては、これまで

の様々な試験研究用等原子炉施設における定期安全レビューの実績や試験研究

用等原子炉施設以外の原子力施設の状況等も踏まえ、定期安全レビューの実施

に当たり必要と考えられる項目を一般的に示すものである。この場合において、

試験研究用等原子炉施設は、原子炉の型式、施設の規模、連続運転される期間等

が大きく異なるため、全ての試験研究用等原子炉施設に対して横断的に本運用

ガイドに示す項目を一律に適用することは適当ではない。 

したがって、設置者は、本運用ガイドの項目を参考とし、原子炉の型式及び出

力、施設の耐震重要度分類又は安全機能の重要度分類、施設が周辺公衆に与える

放射線の影響、運転年数、経年変化の傾向その他の施設の特性を総合的に勘案し

た上で、科学的・技術的な合理性をもって定期安全レビューの実施項目を選定し、

実施の程度を定めて、自ら定める計画に基づき定期安全レビューを実施するも

のとする。 

なお、本運用ガイドにおいて使用する用語は、原子炉等規制法及び試験炉規則

において使用する用語の例による。 

 

 

第２章 定期安全レビューの実施 

定期安全レビューの実施について以下に示す。この実施の流れは別図のとおり。 

 

１．対象施設 

原子炉等規制法第２３条第１項の規定に基づく設置の許可を受けた試験研究

用等原子炉（原子炉等規制法第４３条の３の２第２項に基づく廃止措置計画の

認可を受けたものを除く。）及びその附属施設を対象とする。 

なお、本運用ガイドにおいては、原子炉等規制法第７６条及び国立大学法人法

施行令第２５条の規定により、国立大学法人については、「許可」又は「認可」
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を「承認」と読み替える。 

 

２．実施時期 

定期安全レビューについては、試験炉規則第１５条第１項第１７号の規定に

基づき定められる、保安規定において、その実施手順や体制等を規定することが

求められている。 

設置者は当該保安規定に定める実施手順及び体制に従い、自らの施設の特性

を総合的に勘案して策定する定期安全レビューの実施計画に基づき、以下のと

おり実施するものとする。 

(1) 当該原子炉の運転を開始した日から起算して１０年を超えない期間（そ

の後、１０年を超えない期間ごと）を設定し、その期間における試験研究

用等原子炉施設の状態を対象として、保安活動の実施状況に関する評価等

を行う。 

(2) 当該原子炉の運転を開始した日から起算して３０年を超えない時期期間

（その後、１０年を超えない期間ごと）を設定し、その期間における試験

研究用等原子炉施設の状態を対象として、経年変化状況を調査し、これに

関する技術評価を実施し、その評価結果を踏まえた評価後１０年間の保全

計画を策定する。 

 

３．調査及び評価内容 

定期安全レビューにおいては、以下の調査を実施するものとする。 

(1) 敷地特性 

(2) 構築物、系統及び機器に関する最新状態 

(3) 保安のための管理体制及び管理事項の最新状態 

(4) 国内外の最新の科学的知見及び技術的知見 

(5) 施設の経年変化の状況 

設置者は、第２章２．に定める期間における(1)～(5)の調査により、(1)～(5)

について前回の調査評価から変更があったことを確認した場合には、当該変更

点に係る試験研究用等原子炉施設への影響を明らかにするための評価を実施す

る。評価に当たっては、第２章２．の時点における周辺状況や施設状況の変化を

踏まえても、運転時の異常な過渡変化、設計基準事故及び多量の放射性物質等を

放出する事故に対処するために必要な安全対策に見直しの必要がないかといっ

た観点に着目して行う。評価の結果、当該安全対策に見直しの必要が明らかにな

った場合には、設備改造、運用手順の改善その他必要な対策を検討する。 

また、法令に基づき許認可を受けた事項以外の対策であって、設置者自らが事

故の発生防止等に資する設備、運用等に係るものを講じた場合は、これを明らか

にし、当該対策の概要並びに運用方針及びその期待される効果を評価する。 
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３．１ 調査の内容 

(1) 敷地特性 

原子炉等規制法第２３条第１項の許可（同法第２６条第１項の変更の許可

を受ける際に変更している部分については当該許可。以下「設置（変更）許

可」という。）申請書及びその添付書類における記載内容（気象、地盤、水

理、地震、津波、火山、外部火災、施設の安全設計上考慮すべき社会環境等

に係るもの）を基本とし、直近の設置（変更）許可の際に適用した手法によ

り、第２章２．の評価の時点における変更点の有無及びその内容について調

査を実施する。 

調査の結果、前回の調査結果から敷地特性に変更がある場合には、その変

更点を３．４に従い記録する。その際、調査の方法及び範囲を明確にすると

ともに、変更があるとして抽出した事由、根拠等についても記載する。 

 

(2) 構築物、系統及び機器に関する最新状態 

設置（変更）許可申請書及びその添付書類における記載内容（施設の安全

設計）並びに原子炉等規制法第２７条第１項及び第２項の規定により認可を

受けた設計及び工事の方法の内容を基本とし、第２章２．の時点における最

新の施設の状態について調査を行う。その結果については、設置者がこれま

での施設の改造工事の履歴を基に的確に把握するための記録（設置（変更）

許可申請書及びその添付書類、設計及び工事の方法の認可申請書及びその添

付書類の他、計算書、系統図等の図面を含む工事完成図書等）を活用し、容

易に検索可能なように整理し、３．４に従い記録する。 

 

(3) 保安のための管理体制及び管理事項の最新状態 

原子炉等規制法第３７条第１項の規定に基づき定められた保安規定に記

載されている事項及びその運用実績を対象とし、第２章２．の評価時点にお

ける最新の保安のための管理体制及び管理事項を確認する。前回の確認結果

から変更がある場合には、その変更点、変更となった事由及び根拠等につい

て３．４に従い記録する。 

 

(4) 国内外の最新の科学的知見及び技術的知見 

安全性の確保に資すると判断される国内外から得られた研究の成果、原子

力施設の運転経験から得られた教訓、基準、学会情報その他最新の科学的知

見及び技術的知見について収集する。前回の調査から新たに取り入れた知見

について３．４に従い記録し、取り入れた判断の根拠についても記録する。 

 

(5) 施設の経年変化の状況 

試験研究用等原子炉施設では、維持しなければならない安全機能や、発生
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し得る経年変化事象（腐食、摩耗、絶縁劣化等）が異なるため、設置者は試

験研究用等原子炉施設の特性に応じて、調査すべき経年変化事象を選定する。 

設置者は、試験研究用等原子炉施設において発生するとして選定した経年

変化事象に対して、第２章２．の期間における保守点検の内容や補修・交換

についての実績調査を行うとともに、当該施設の経年変化事象を分析し、現

状の保全内容が適切か調査する。この実績調査及び分析結果を３．４に従い

記録する。 

 

３．２ 評価項目 

３．１の調査の結果、前回の定期安全レビューから変更点があった場合には、

必要に応じて、当該変更点に係る影響を明らかにするための評価を行う。 

この評価の結果、設置（変更）許可申請書及びその添付書類、設計及び工事の

方法の認可申請書及びその添付書類、保安規定その他の法令に基づき許認可等

を受けた事項に関し変更の必要がある場合には、定期安全レビューの結果を踏

まえ、速やかに施設の設置、取替、改造、修理、施設の運用等の変更について、

許認可等の手続を実施しなければならない。 

また特に、保安のための管理体制及び管理事項については、第２章２．の期間

における組織的な変更（部課室等の統廃合、人員配置の見直し、技術継承を含む

教育訓練体制の見直し等）の結果生じた影響について評価し、当該評価結果を踏

まえ、今後の保安活動を適切に実施するための反映方針を検討する。 

経年変化に関する技術評価については、評価の結果、新たに考慮すべき経年変

化事象が明らかになった場合には、当該事象も考慮して施設の健全性を評価し、

今後１０年間において当該施設が技術上の基準に適合する見通しを明らかにす

る。 

 

３．３ 改善計画の策定 

３．２で実施した評価結果を踏まえ、設置者が実施する現状の試験研究用等原

子炉施設の保全活動の不足が明らかになり、改善を必要とする場合は、その改善

計画を策定し実施する。 

経年変化に関する技術的な評価の結果については、今後１０年間において施

設の保全のために必要な措置を明らかにし、その保全計画を策定し実施するこ

ととする。特に、当該期間に施設が技術上の基準に適合しないおそれが見込まれ

る場合には、従前実施してきた保全のために必要な措置に加え、新たに当該期間

に実施すべき措置も含めた保全計画を策定し実施する。 

 

３．４ 定期安全レビューの結果の記録 

３．１の調査の結果、３．２の評価の結果及び３．３の改善計画については、

試験炉規則第６条第１項の表第１０号の規定に基づき記録し、同規定に基づく
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頻度で記録を作成し、及び同規定に基づく期間、当該にわたり記録を保存する。 

 

３．５ 定期安全レビューの結果の公表 

設置者は、が実施した定期安全レビューの結果はについて、インターネットの

利用その他の適切な方法によりる公表に努めることすることを推奨する。 

 

 

第３章 定期安全レビューの実施状況の確認 

原子力規制委員会は、原子炉等規制法第６１条の２の２第１項第３７条第５

項の規定に基づく原子力規制検査保安検査において、保安規定の遵守状況の確

認の一環として、定期安全レビューの実施状況を確認する。  
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試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準の一部
改正（案）及び試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運

用ガイド（案）並びにこれらへの意見募集について 
―外部ハザードを含む敷地特性に係る評価等の反映― 

 

令和元年９月４日 

原 子 力 規 制 庁 

１．経緯  

原子力規制庁は、平成３１年３月６日の原子力規制委員会※1において、試験

研究用等原子炉施設の定期的な評価（以下「定期安全レビュー」という。）の見

直し方針を提案し（参考１）、了承された見直し方針に基づき、検討を進めてき

た。 

今般、現行の定期安全レビューの実施ガイドである平成１６年３月１２日付

け文部科学省原子力規制室事務連絡文書を見直し、新たに外部ハザードを含む

敷地特性に係る調査や施設の最新状態の調査等を求めるとともに、施設の経年

変化に関する技術評価も含めたガイドとして「試験研究用等原子炉施設の定期

的な評価に関する運用ガイド」（以下「運用ガイド」という。）の案を取りまと

めた。 

また、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（以下「試

験炉規則」という。）第１５条により、保安規定に記載する事項の一つとして定

期安全レビューに関することが規定されていることから、保安規定の審査基準

においても本運用ガイドとの整合を図る審査基準の改正案を取りまとめた。 

 

２．見直し方針を踏まえた保安規定審査基準の一部改正及び運用ガイドの制定  

（１）試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準の一部改正

案【別紙１】 

本審査基準の「試験炉規則第１５条第１項第１７号試験研究用等原子炉施

設の定期的な評価」において、運用ガイドを参考に定期安全レビューを実施

するための手順及び体制を定め、定期的に実施することを規定する。また、

定期安全レビューの結果を踏まえて、保安活動の計画、実施、評価及び改善

並びに品質保証計画の改善を行うことを規定する。 

 

（２）試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイド【別紙２】 

運用ガイドにおいては、試験研究用等原子炉施設における定期安全レビュ

                                                   
※1 試験研究用等原子炉施設の定期的な安全レビュー（ＰＳＲ）の見直し方針について

（http://www.nsr.go.jp/data/000263714.pdf） 

資料３ 

参考３ 
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ーの実施に当たり必要と考えられる項目を一般的に示すこととし、既に実施

している定期安全レビューの実施内容に加え、新たに、外部ハザードを含む

敷地特性の調査及び記録、試験研究用等原子炉施設における構築物、系統及

び機器に関する最新状態の調査及び記録を規定するとともに、保安のための

管理体制及び管理事項の調査並びに国内外の最新の科学的知見及び技術的

知見の調査については、要求事項を充実させる。施設の経年変化に対する評

価については、これまでの実施内容を基本とする。 

その上で、試験研究用等原子炉施設は、原子炉の型式、施設の規模、連続

運転される期間等が大きく異なることから、試験研究用等原子炉設置者が、

施設の特性を総合的に勘案したうえで、定期安全レビューの実施項目を選定

し、実施の程度を定め、自ら定める計画に基づき定期安全レビューを実施す

る旨を明記する。 

その他、新たに、定期安全レビューの実施結果の公表の推奨を規定する。 

 

３．意見募集の実施  

保安規定の審査基準は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律等に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等に定める「審査基準又

は処分基準」に該当することから、行政手続法第３９条第１項の規定に基づく意

見募集を実施することについて了解いただきたい。 

運用ガイドについては、行政手続法に定める命令等に該当しないが、任意の意

見募集を実施することについて了解いただきたい。 

 

４．今後の予定  

○意見公募の実施 令和元年９月５日（木）から１０月４日（金）までの

３０日間 

○原子力規制委員会決定 令和元年１１月頃 

○施行 令和元年１１月頃 

 

 

 

 

（別紙添付省略） 
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